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水 道 料 金 ・ 下 水 道 等 使 用 料 

～ 令和３年４月検針分から同時徴収を開始します ～ 



１．はじめに 

  令和３年４月１日以降の検針分から、水道料金と下水道等使用料（公共下水道使用料、小規

模下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料及び特定地域生活排水処理施設使用料）の

同時徴収を開始します。 

  この同時徴収に伴う基本的な取り扱いについては、これまでの水道料金の支払い方法や手続

き等に統一します。 

 

 

２．水道使用水量等のお知らせ（検針のお知らせ票）の変更について 

 
 ※水道のみの使用者は、下水道に関する欄は表示されません。 

 ※下水道のみの使用者は、水道に関する欄は表示されません。 

 

 



３．お支払い方法の変更について 

〈水道料金と下水道等使用料をお支払いの方〉 

※水道料金の口座振替情報に統一します。 

 

 

※下水道等使用料が口座振替でも水道料金が納付制であれば納付制となるため、口座振替を

希望される使用者の方は、各金融機関窓口にて、新規での口座振替申込書の届出が必要とな

ります。 

 

 

〈下水道等使用料のみをお支払いの方〉 

 
※下水道等使用料のみの方は、収納方法・口座情報を水道局で引き継ぐこととなりますので、現

在、納付制の方は納付制、口座引落しの方は口座制となります。 

 

※その他のお支払い方法についても、水道料金のお支払い方法となります。 

 

 

 

 

 

 



４．お支払い期限の変更について 

※これまでの水道料金の納入期限に統一します。 

※口座振替日は、『請求月の２２日（土・日・祝日の場合は翌営業日）』となります。 

なお、振替不能のお知らせや再振替はありません。 

※納入通知書（ハガキ）でのお支払いについては、納入期限は『請求月の２５日』となります。 

支払い期限が過ぎた納付書等は、金融機関またはコンビニエンスストア等でのお支払いがで

きません。 

なお、納入期限を経過し、督促通知書が発行された以降は、請求の下水道等使用料に対し

て、督促手数料が加算されます。 

同時請求後の納付書 

 

 

５．同時請求切替時の口座振替について 

〇３月請求分（令和３年１・２月分） 

 

 

〇４月請求分（令和３年２・３月分） 

 
 ※水道局から、水道料金と下水道等使用料をわけて、２件引落しとなります。 

 

〇５月請求分（令和３年３・４月分） 

 

 ※水道局から、水道料金と下水道等使用料の合計額を一括引落しとなります。 



６．同時請求切替時の納付書等について 

〇下記の請求分については、同時請求後の納付書の様式で、水道料金と下水道等使用料の

納付書がそれぞれ発行されますので、２枚の請求書となります。 

 

 

 

７．お支払い場所について 

※これまでの水道料金のお支払い窓口に統一されます。 

〇岩国市水道局 山手庁舎 

〇岩国市水道局収納取扱金融機関 

  【山口銀行、北九州銀行、広島銀行、もみじ銀行、西京銀行、中国労働金庫、西中国信用金

庫、東山口信用金庫、山口県農業協同組合、信用組合広島商銀、中国地方５県内のゆうち

ょ銀行・郵便局】 

〇取扱コンビニエンスストア 

〇ＰａｙＢ（スマホ決済アプリ） 

※令和３年４月からは、市役所下水道課や各総合支所及び各出張所でのお支払いはできません。 

 

 

８．Ｑ＆Ａについて 

 Q．同時徴収にはどのようなメリットがありますか？ 

 Ａ．口座振替手続きや料金の支払いが１度で済み、利便性が向上します。また水道事業及び下

水道等事業にとっても経費の削減が見込まれ、より効率的な事業運営が可能となります。 

これからも安定的な水道事業及び下水道等事業経営をめざしていきます。 

 

 

 Ｑ．同時徴収はいつの使用分から始まりますか？ 

 Ａ．令和３年３・４月分（令和３年４月検針分）から始まります。同時徴収直後は、請求が変則的に

なりますので、上記の５．同時請求切替時の口座振替について、６．同時請求切替時の納付

書等についてを、ご参照ください。 

 

 

 



 Ｑ．同時徴収後の料金請求はどうなりますか？ 

 Ａ．料金の請求は、これまでの水道料金と同様に２ヶ月に１度です。市内を偶数月検針と奇数月

検針の２地区に分けて検針が行われ、検針月の翌月が請求月となり、納付書または口座振

替でのお支払いとなります。 

 

 

 Ｑ．水道料金と下水道等使用料で支払い方法が異なる場合は、どのように変わりますか？ 

 Ａ．水道料金の支払い方法に統一します。詳しくは、３．お支払い方法の変更についてを、ご参

照ください。 

 

 

 Ｑ．水道料金と下水道等使用料で支払い方法及び口座振替の金融機関が異なっている場合、

下水道等使用料の口座振替で使用していた金融機関にしたい時は、どうすればいいです

か？ 

 Ａ．口座振替を希望される金融機関において、口座振替申込書で新規手続きが必要となります。

令和３年３月中旬以降、各金融機関窓口に『水道料金・下水道等使用料口座振替申込書』

を備えていますので、届出手続きをお願いします。 

 

 

 Ｑ．水道料金と下水道等使用料を別々に支払うことはできますか？ 

 Ａ．同時請求としますので、別々に支払うことはできません。 

※口座振替についても、これまでの下水道等使用料の振替日より若干早くなりますので、あ

らかじめ口座状況をご確認いただきますようお願いします。 

 

 

 Ｑ．支払い場所の変更はありますか？ 

 Ａ．これまでの水道料金のお支払い場所となります。 

これまで岩国市役所下水道課と各総合支所及び各出張所で下水道等使用料についてお

支払いできていましたが、令和３年４月以降はお支払いできなくなります。 

 

 

 Ｑ．口座残高が不足して、口座振替ができなかった場合はどうなりますか？ 

 Ａ．請求月の翌月上旬に督促通知書を郵送しますので、最寄りの金融機関及びコンビニエンス

ストア等でお支払いください。なお、再振替はいたしませんのでご了承ください。 

   ※督促通知書が発行された以降は、請求の下水道等使用料に対して、督促手数料が加算

されます。 

 

 

 Ｑ．口座振替日は変更になりますか？ 

 Ａ．これまでの水道料金の振替日に統一します。検針月の翌月２２日（土・日・祝日の場合は翌

営業日）となります。 

 



Ｑ．口座振替の場合、料金の引落しはどのように記帳されますか？ 

Ａ．令和３年３・４月分（５月振替）から、各金融機関で若干、表記や文字数の違いはありますが、

漢字『上下水道料金』、ｶﾀｶﾅ『ｼﾞｮｳｹﾞｽｲﾘｮｳｷﾝ』のどちらかの記載となります。 

 

※令和３年２・３月分（４月振替）は、水道料金と下水道等使用料を別々の２件での引落しとなる

ため、記帳についても、『上下水道料金』・『ｼﾞｮｳｹﾞｽｲﾘｮｳｷﾝ』のどちらかが２段で同じ表記の

記載となりますので、金額でご確認ください。 

【 例 】 

 

 

 

 Ｑ．水道と下水道の使用者名義を別々にできますか？ 

 Ａ．水道と下水道の使用者名義が異なる場合は、水道使用者名義に統一します。下水道等使

用者名義をご希望される方は、水道使用者名義を下水道等使用者名義に変更する手続きを

お願いします。使用者名義の変更を希望される方は、水道局料金お客さまセンター（22-

1195）まで、ご連絡ください。 

なお、同時徴収後において水道と下水道の使用者名義は同一名義となり、別々の使用者

名義にはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

 

岩国市水道局 総務課 

業務システム室 

TEL：0827-22-3711 


